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特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
身
体
・

知
的
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
の
あ
る

２０

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
（
以
下
、
児
童
と

い
い
ま
す
。
）
を
自
宅
で
養
育
し
て
い

る
保
護
者
に
対
し
て
手
当
の
支
給
を
行

う
制
度
で
す
。

　
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
要
件

　
児
童
の
障
が
い
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
で
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級
程
度
の

障
が
い
の
あ
る
方
お
よ
び
３
、
４
級

程
度
の
障
が
い
が
あ
る
一
部
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
１（
最
重
度
）、
Ａ
２（
重

度
）、
Ｂ
１（
中
度
）の
一
部
の
方

③
精
神
の
障
が
い
で
あ
っ
て
、
①
・
②

と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ
る
方

支
給
の
制
限

　
該
当
す
る
児
童
が
施
設
な
ど
に
入
所

し
て
い
る
場
合
や
、
受
給
資
格
者
ま
た

は
配
偶
者
も
し
く
は
扶
養
義
務
者
に
、

前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
あ
る
と
き

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

手
当
額

　
１
級
　
月
額
５
０,
４
０
０
円

　
２
級
　
月
額
３
３,
５
７
０
円

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

　
皆
さ
ん
の
相
談
を
社
会
福
祉
協
議
会

相
談
員
、
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談

員
な
ど
が
受
け
る
相
談
所
を
開
き
ま
す
。

皆
さ
ん
の
心
の
負
担
が
少
し
で
も
軽
く

な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
家
庭
で
の

心
配
ご
と
、
地
域
で
の
も
め
ご
と
、
人

権
侵
害
や
行
政
に
関
す
る
相
談
な
ど
、

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
相
談
の
秘
密
は
必
ず
守
り
、
料

金
は
無
料
で
す
。
安
心
し
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。
　
　

開
催
日
　
７
月

１３
日（
金
）

時
間
・
場
所

午
前

１０
時
〜
正
午
　
田
野
浦
集
会
所

午
後
１
時
〜
３
時
　
出
口
集
会
所

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　（
財
）日
本
遺
族
会
で
は
、「
戦
没
者
遺

児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補

助
を
受
け
実
施
し
て
お
り
、
先
の
大
戦

で
父
な
ど
を
亡
く
し
た
戦
没
者
の
遺
児

を
対
象
と
し
て
、
父
な
ど
の
戦
没
し
た

旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
う
と

と
も
に
、
同
地
域
の
住
民
と
友
好
親
善

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

◆
費
用
　
参
加
費
と
し
て
９
万
円

◆
日
程
　（
財
）日
本
遺
族
会
事
務
局

　（
蕁
０
３
―
３
２
６
１
―
５
５
２
１
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
お
申
し
込
み

　
次
の
申
込
締
切
日
ま
で
に
、
高
知
県

遺
族
会
（
蕁
０
８
８
―
８
８
４
―
８

７
０
０
）
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
訪
問
予
定
地
域
（
申
込
締
切
日
）

①
マ
リ
ア
ナ
諸
島（
８
月

１７
日
）

②
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア【
一
次
】

　（
８
月

３０
日
）

③
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ
ー
半
島

　（
９
月
７
日
）
　

④
ト
ラ
ッ
ク
諸
島（
９
月

１３
日
）
　

⑤
パ
ラ
オ
諸
島（
９
月

１３
日
）
　

⑥
ソ
ロ
モ
ン
諸
島（
９
月

１９
日
）
　

⑦
フ
ィ
リ
ピ
ン【
一
次
】（
９
月

２８
日
）

⑧
ミ
ャ
ン
マ
ー【
一
次
】（

１０
月

１２
日
）

⑨
台
湾
・
バ
シ
ー
海
峡（

１２
月
２
日
）

⑩
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
イ
ン
ド【
二
次
】

　
イ
ン
ド（

１１
月

１３
日
）

　
ミ
ャ
ン
マ
ー（

１２
月

２１
日
）
　

⑪
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア【
二
次
】

　（
平
成

２５
年
１
月
９
日
）
　

⑫
フ
ィ
リ
ピ
ン【
二
次
】（
１
月

２３
日
）

⑬
中
国【
二
次
】（
２
月
７
日
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、

人
権
・
行
政
相
談
所
の
開
催

平
成
２４
年
度 

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
事
業
の
参
加
者
募
集

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

有料広告

出 店 者 募 集
  初めてお店を持たれようと思われてる方や、現在の
お店の業態・業種の変換を考えてる方へ、まずは半
年間（最長１年間）、天神橋商店街内でお試し♪して
みてはいかがですか？

【お問い合わせ先】
四万十市中村天神橋54
天神橋商店街振興組合
ちゃれんじshopTJB事務局
TEL/FAX 0880-35-2019
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友
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